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TAKANAWA 11 月 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の催し物が中止または延期となる場合がございます。 

ご了承ください。 

 

 

11 月の休館日 

11 月 9 日(月) 

高輪区民センター区民ホール 利用中止期間の変更について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記日程のホール利用につきましては、 

施設予約システム（https://web101.rsv.ws-scs.jp/minato/web/）よりお申込み下さい。 

☆受付 

令和 2年 10月 17日～ 

 

☆利用可能期間 

令和 2年 10月 20日～令和 2年 12月 28日 

※ホールスタッフの配置状況により、本番利用ができない場合がありますのでご了承ください。 

 

令和 3年 4月 1日以降のホール利用期間については、決まり次第ご案内いたします。 

皆さまには、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。 

利用中止期間 

変更前 

利用中止期間 

変更後 

令和 2年 10月 1日～令和 3年 3月 31日 

令和 3年 1 月 4日～令和 3年 3 月 31日（予定） 

 

11 月 28 日(土)にピアノコンサートを予定しています。 

詳細は確定次第ご案内いたします。お楽しみに！ 

 

イベント開催予定 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

   

令和 3 年度 

港区立区民センター区民ホール特例利用申込みのご案内 

長期の準備等を必要とする行事を予定している団体の特例貸出日の利用申込みを受け付けます。 

 

《利用対象団体》 

（１）区に届出をした町会または自治会 

（２）区が指定する福祉団体 

（３）区民センター在住登録団体 

 

《利用可能日》 

（１）各区民センターで指定した貸出日の中から年間計 2日間利用できます。 

 

《利用計画書の提出》 

（３）特例申込用利用計画書は、各抽選の締切日までに区民センター窓口へ提出してください。 

どちらの区民センターでも受付いたします。 

 

《利用申込後のスケジュール》 

【第 1回抽選】  

（1）利用申込期間       令和 2年 10月 41日（木）から    

令和 2年 11月 30日（月）午後 8時締切（厳守） 

（2）決定結果通知発送（予定） 令和 2年 12月 14日（月） 

【第 2回抽選】  

（1）対象団体         新規申請、第 1回抽選落選団体、1日再予約申請団体 

（2）利用申込期間       令和 2年 12月 16日（水）から  

令和 3年 11月 18日（金）午後 8時締切（厳守） 

（4）決定結果通知発送（予定） 令和 3年 11月 20日（水） 

※使用料の払い込みについては、結果通知で詳細をお知らせします。 

 

《申込確認事項》 

（1）特例貸出の決定後のキャンセルがないよう、計画的なご利用をお願いします。 

提出された特例申込用利用計画書の催物内容（日時・内容等）の変更はできません。 

（2）特例申込用利用計画書提出は、1登録団体「1利用計画書」限りとします。 

複数枚の申込みはできません。 

（3）特例貸出日は申込み回数上限数に含まれます。 

（4）特例申込用利用計画書の提出内容で確認が必要となった場合は、利用希望の区民センターより 

ご連絡させていただきます。 

 

《問合せ》 

（4）高輪区民センター TEL 03-5421-7616 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高輪区民センターの利用制限について（10月 25 日現在） 

高輪区民センターを利用される際は、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、 

港区発信の「区有施設の再開にあたっての統一ルール」に基づき、当面の間、 

以下の配慮、対応について、ご理解とご協力をお願いいたします。 

◆合唱・演劇・調理等の利用目的は不可 

⇒段階的に利用を再開しております。 

◆利用定員の制限＜高輪区民センター＞ 

  合唱・演劇 ⇒集会室：16人以下／音楽スタジオ：10 人以下／ 

講習室（合唱の場合は利用不可）：7人以下 

それ以外の目的⇒定員の 50％、100 人を上限 

※ホールについては、ソーシャルディスタンスを確保するため、 

以下の人数までとさせていただきます。 

・客席：70 人以下 

・舞台：固定位置の場合（弦楽器等）16人以下 

    流動する場合（ダンス等）  8 人以下 

観客を伴うイベント等の開催は個別に人数制限等を 

指示いたします。 

調   理 ⇒事前にお問い合わせください。 

◆利用者の緊急連絡先の確認    

  参加者全員のお名前とご連絡先をご提出いただきます。 

◆施設利用中のマスクの着用    

◆こまめな手洗い、手指消毒 

  高輪区民センターでは、受付・各部屋に手指消毒液を設置しています。   

◆健康状態の確認（37.5度以上の発熱、風邪の症状、息苦しさ、強いだるさ、 

軽度であっても咳・咽頭痛等の症状がある場合、利用できません。） 

 

利用の制限については、今後変更となる場合がございます。 

最新の情報は港区公式 HP 

（https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/saikai-shisetsu.html）でご確認下さい。 
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1１月 25日(水) 

発行予定 

～港区立高輪区民センターご利用の皆さま～ 
区民センターご利用･ご来館の方の駐車場のご用意はございません。 

公共交通機関または、お近くのパーキングをご利用ください。 

 港区立高輪区民センター 
〒108-8581 東京都港区高輪 1-16-25 高輪コミュニティーぷらざ３階 

TEL 03-5421-7616 ／ FAX 03-5421-7628 

E-mail takanawa-kumin@foryou.or.jp 

https://www.foryou.or.jp/facility/takanawa/w079/ 
               (指定管理者 社会福祉法人 奉優会) 

https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/saikai-shisetsu.html

